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総合行政ネットワーク ASP 接続料金の減額に係る申請及び審査要領 

 

令和２年 10 月１日  

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この要領は、総合行政ネットワークにおける総合行政ネットワークASP接続料金に定

める表２（以下「表２のASP接続料金」という。）の適用に当たり必要となる申請（以下

「減額申請」という。）及びLGWAN運営主体（以下「運営主体」という。）が行う承認の可

否に関する審査（以下「審査」という。）に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（ASP 接続料金の減額の適用要件） 

第２条 表２のASP接続料金の適用の要件は、次に掲げるものとする。 

(1) ホスティングサービス提供者が、アプリケーション及びコンテンツサービス提供者に

対し従量課金制を実施すること。 

(2) ホスティングサービス提供者が、自らアプリケーション及びコンテンツサービスを提

供している場合には、当該アプリケーション及びコンテンツサービス提供者について小

規模市町村（人口5万人以下の市町村をいう。以下「小規模市町村」という。）に対し

利用料の割引を実施すること。 

２ 次の各号に掲げるホスティングサービスは、表２のASP接続料金の適用の対象外とする。 

(1) 国及び国又は地方公共団体に準ずる団体が運営しているホスティングサービス。 

(2) アプリケーション及びコンテンツサービス提供者への料金体系が非公開（パンフレッ

トやWEBページ等により料金体系が公にされていないことをいう。）のホスティングサ

ービス。 

（ASP 接続料金の減額申請等の手続） 

第３条 表２のASP接続料金の適用を受けようとするホスティングサービス提供者は、年度ご

とに第11条又は第12条に規定する書類を運営主体に提出し、審査を受けなければならな

い。 

２ ホスティングサービス提供者は、表２のASP接続料金を受けるための要件を満たさなくな

る場合は、その１か月前までに第13条に規定する書類を運営主体に提出しなければならな

い。 

（減額申請の受付） 

第４条 運営主体は、減額申請を随時受け付ける。 

（審査の実施） 

第５条 運営主体は、ホスティングサービス提供者からの減額申請を受け付けた場合は、速や

かに審査を行い、当該ホスティングサービス提供者に対して審査結果を通知する。 

（審査資料の要求） 

第６条 表２のASP接続料金の適用を受けようとするホスティングサービス提供者は、運営主
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体から審査に必要となる資料の要求があった場合には、その要求に応じなければならな

い。 

（ASP 接続料金の減額の適用の開始） 

第７条 表２のASP接続料金の適用は、原則として運営主体が審査結果を通知した日の属する

月の翌月からとする。 

（ASP 接続料金の減額の適用の終了） 

第８条 表２のASP接続料金の適用の終了は、表２のASP接続料金の適用が開始された年度の年

度末又は第13条に規定する申請書に記載された終了日の属する月末とする。 

２ 運営主体は、ホスティングサービス提供者が次の各号のいずれかに該当することが判明し

た場合には、次の各号に該当することが認められる時点から表２のASP接続料金の適用を終

了することができる。 

(1) 本要領に定める表２のASP接続料金の適用を受けるための要件を満たしていないこと 

(2) ASP接続料金の減額申請書に虚偽の事項を記載したことが判明したこと 

（ASP 接続料金の減額の実績報告） 

第９条 表２のASP接続料金の適用を受けたホスティングサービス提供者は、当該年度の年度

末までの実績を翌年度の４月末までに報告しなければならない。 

 

第２章 審査 

（審査） 

第１０条  運営主体は、提出された減額申請書類によって、表２のASP接続料金の適用を受け

るための要件を満たしているか否かについて審査する。 

（ASP 接続料金の減額申請等に関する書類） 

第１１条  ホスティングサービス提供者が、第２条第１号の要件により、表２のASP接続料金

の適用を受けようとする場合は、次の各号に掲げる資料を提出しなければならない。な

お、従量課金制とは、サービスを利用した時間や、通信したデータの量に応じて課金する

方式を指す。 

(1) 減額申請書（様式１） 

(2) 従量課金制に基づくアプリケーション及びコンテンツサービス提供者向け料金の計算

方法が分かる資料及び料金表（原則として改定前、改定後の料金表を添付すること。） 

(3) いずれのアプリケーション及びコンテンツサービス提供者についても従量課金制の対

象となることを証する資料（パンフレットやWEBページ等の不特定多数に向けた資料） 

(4) 実績報告(当該年度に引き続いて翌年度も表２のASP接続料金の適用を受けようとする

場合は、提出日の２か月前までの実績を報告すること。) 

 

第１２条  ホスティングサービス提供者が、第２条第２号の要件により、表２のASP接続料金

の適用を受けようとする場合は、次の各号に掲げる資料を提出しなければならない。 

(1) 減額申請書（様式１） 
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(2) 小規模市町村向け料金の計算方法が分かる資料及び料金表（原則として改定前、改定

後の料金表を添付すること。） 

(３) 実績報告(当該年度に引き続いて翌年度も表２のASP接続料金の適用を受けようとする

場合は、提出日の２か月前までの実績を報告すること。)  

 

第１３条  表２のASP接続料金の適用を受けたホスティングサービス提供者が、第３条第２項

に規定する場合に該当するときは、事情変更申請書（様式２）を提出しなければならな

い。 

 

附則 

この要領は、令和２年 10月１日から適用する。 
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様式１（第 11条、第 12条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和○ 年度 総合行政ネットワークASP接続料金　減額申請書

申込日 ○月 ○日

地方公共団体情報システム機構

総合行政ネットワーク全国センター長　様

代表者役職名

代表者氏名 印

1　申請

2　申請区分（該当する区分のチェック欄を「■」としてください。）

区分

区分１

区分２

3　減額を申請するLGWAN-ASP情報（必ず記入してください。）

4　確認事項（必ず記入してください。）

項番

2

3

6　同意事項（同意していただける場合には、チェック欄を「■」としてください。）

項番

1

2

3

4

5

令和○年

チェック欄

組織名

　当社（以下「甲」という。）は、総合行政ネットワーク接続料金規程１（３）に基づき、総合行政ネットワークASP接続料
金の減額を申請します。
　なお、減額に当たっての要件を満たすことを確認しています。

料金の計算方法が分かる資料及び料金表

（原則として改定前、改定後の料金表を添付すること。）
※改定前の料金表を提出できない場合は、以下に理由を記載すること。

同意事項

LGWAN-ASP接続料金規程における表２の適用期間は、運営主体が承認した日の属する月の翌月から当該年度末までと

なり、自動更新は行われないことを理解しました。

添付資料

年度途中にLGWAN-ASP接続料金規程における表２の要件を満たさなくなる場合には、速やかに減額停止申請書を提出

します。

甲はASPアプリケーション及びコンテンツサービス提供者に対して、従量課金制を実施する。

地方公共団体情報システム機構から利用者に対して、減額の要件となる事項についての確認を行う場合があること

に同意します。

当該年度の年度末までの実績を翌年度の４月末（当該年度に引き続いて翌年度も表２のASP接続料金の適用を受けよ

うとする場合は、提出日の２か月前までの実績を減額申請書類の提出日）までに提出します。

新規/継続

区分１、２共通

区分1のみ
いずれのアプリケーション及びコンテンツサービス提供者についても従量課金制の対象となる
ことを証する資料（パンフレットやWEBページ等）

1

区分

チェック欄

詳細 チェック欄

減額を希望するLGWAN-ASPホスティングサービスコード

記入欄

減額対象となる要件に沿った料金形態の利用者に対して、サービスレベルの低下（サポート範囲の縮小等）は行い
ません。

甲は自ら提供するアプリケーション及びコンテンツサービスについて、小規模市町村（人口5万人以下）に対し利用
料の割引を実施する。

記入事項記入対象

アプリケーション及びコンテンツサービス提供者への従量課金制の開始時期又は小規
模市町村に対する利用料の割引の開始時期

ASPコード

今回の施策の目的（小規模事業者の参入促進・小規模市町村の利用促進）を達成するための方策

区分１、２共通

区分１、２共通

5　添付資料（チェック欄を「■」としてください。）

継続申請時のみ

様式１

実績報告（添付資料）
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様式１添付（第 11条、第 12 条関係） 
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様式２（第 13条関係） 

 

 

令和○ 年度

申込日 ○月 ○日

地方公共団体情報システム機構

総合行政ネットワーク全国センター長　様

代表者役職名

代表者氏名 印

1　減額を停止するLGWAN-ASP情報

2　終了日

3　減額ための要件を満たさなくなる理由

記入欄

ASPコード

　当社（以下「甲」という。）は、減額のための要件を満たさなくなるため、総合行政ネットワーク接続料

金規程１（３）に基づき、総合行政ネットワークASP接続料金の変更を申請します。

記入対象 記入欄

終了日

記入欄

減額のための要件を満たさなくなるLGWAN-ASPホスティングサービス

記入対象

総合行政ネットワークASP接続料金　事情変更申請書 様式２

組織名

令和○年


